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令和５年（２０２３年）１２月１日 

建 設 委 員 会 資 料 

都 市 基 盤 部 公 園 課 

（第１１０号議案） 

中野区立公園条例の一部を改正する条例 

 

施設使用料の見直し方針の策定及び施設使用料算定結果の決定に基づき、以下の通り中

野区立公園条例内の施設使用料を改定する。 

 

中野区立公園条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第２７条 （略） 第１条～第２７条 （略） 

附 則 附 則 

１～７ （略） １～７ （略） 

８ 令和６年７月１日から当分の間、別表第３の規

定の適用については、同表中「５，８００円」と

あるのは「２，９００円」とし、別表第５⑴の表

の規定の適用については、同表中「３，６００円」

とあるのは「１，８００円」と、「１，０００円」

とあるのは「５００円」と、「１，１００円」と

あるのは「６００円」と、「１０，９００円」と

あるのは「５，５００円」と、「１６，３００円」

とあるのは「８，２００円」と、「２２，２００

円」とあるのは「１１，１００円」と、「４３，

０００円」とあるのは「２１，５００円」と、「５，

８００円」とあるのは「２，９００円」とし、別

表第５⑵の表の規定の適用については、同表中

「９００円」とあるのは「５００円」と、「５０

０円」とあるのは「３００円」とし、別表第５⑶

の表の規定の適用については、同表弓道場の項中

「２００円」とあるのは「１００円」と、同表野

球場の項中「１，６００円」とあるのは「８００

円」と、同表庭球場の項中「３００円」とあるの

は「２００円」と、同表多目的運動広場の項中「１，

３００円」とあるのは「７００円」とする。 

 

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 

別表第３（第１０条関係） 別表第３（第１０条関係） 

有料施設の使用料 有料施設の使用料 
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種別 単位 金額 

学習室 （略） ４００円 

多目的運動場 （略） ５，８００円 
 

種別 単位 金額 

学習室 （略） ５００円 

多目的運動場 （略） ６，５００円 
 

別表第４ （略） 別表第４ （略） 

別表第５（第２４条、第２５条関係） 別表第５（第２４条、第２５条関係） 

⑴ 有料施設の利用料金 ⑴ 有料施設の利用料金 

種別 単位 限度額 

野球場 （略） ３，６００円 

庭球場 （略） １，０００円 

弓道場 個人使

用の場

合 

（略） １，１００円 

団体貸

切使用

の場合 

午前（午前９時か

ら午後０時３０

分まで） 

１０，９００円 

午後（午後１時３

０分から午後５

時まで） 

１６，３００円 

夜間（午後６時か

ら午後９時３０

分まで） 

２２，２００円 

全日（午前９時か

ら午後９時３０

分まで） 

４３，０００円 

集会場 （略） ６００円 

自動車駐車

場 

（略） （略） 

体験学習室

Ａ 

（略） １，２００円 

体験学習室

Ｂ 

（略） ８００円 

体験学習室

Ｃ 

（略） ４００円 

多目的運動

広場 

（略） ５，８００円 

 

種別 単位 限度額 

野球場 （略） ４，０００円 

庭球場 （略） １，１００円 

弓道場 個人使

用の場

合 

（略） １，２１０円 

団体貸

切使用

の場合 

午前（午前９時か

ら午後０時３０

分まで） 

１２，１００円 

午後（午後１時３

０分から午後５

時まで） 

１８，１００円 

夜間（午後６時か

ら午後９時３０

分まで） 

２４，７００円 

全日（午前９時か

ら午後９時３０

分まで） 

４７，８００円 

集会場 （略） ７００円 

自動車駐車

場 

（略） （略） 

体験学習室

Ａ 

（略） １，３００円 

体験学習室

Ｂ 

（略） ９００円 

体験学習室

Ｃ 

（略） ５００円 

多目的運動

広場 

（略） ６，５００円 

 

備考 （略） 備考 （略） 

⑵ 附属施設の利用料金 ⑵ 附属施設の利用料金 
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種別 附属施

設 

単位 限度額 

弓道場 会議室 午前（午前９時から午

後０時３０分まで） 

９００円 

午後（午後１時３０分

から午後５時まで） 

９００円 

夜間（午後６時から午

後９時３０分まで） 

９００円 

野球場庭球

場 

会議室 午前（午前９時から午

後０時３０分まで） 

５００円 

午後（午後１時３０分

から午後５時まで） 

５００円 

夜間（午後５時３０分

から午後９時まで） 

５００円 

 

種別 附属施

設 

単位 限度額 

弓道場 会議室 午前（午前９時から午

後０時３０分まで） 

１，０００

円 

午後（午後１時３０分

から午後５時まで） 

１，０００

円 

夜間（午後６時から午

後９時３０分まで） 

１，０００

円 

野球場庭球

場 

会議室 午前（午前９時から午

後０時３０分まで） 

６００円 

午後（午後１時３０分

から午後５時まで） 

６００円 

夜間（午後５時３０分

から午後９時まで） 

６００円 

 

⑶ 附属設備の利用料金 ⑶ 附属設備の利用料金 

種別 附属設備 単位 限度額 

弓道場 （略） （略） （略） 

野球場 照明設備 （略） １，６００

円 

庭球場 （略） （略） （略） 

多目的運

動広場 

照明設備 （略） １，３００

円 
 

種別 附属設備 単位 限度額 

弓道場 （略） （略） （略） 

野球場 照明設備 （略） １，８００

円 

庭球場 （略） （略） （略） 

多目的運

動広場 

照明設備 （略） １，４００

円 
 

  

附 則  

（施行期日）  

１ この条例は、令和６年７月１日（以下「施行日」

という。）から施行する。ただし、次項及び附則

第３項の規定は、公布の日から施行する。 

 

（経過措置）  

２ 施行日前に中野区立公園条例別表第３に掲げ

る有料施設（多目的運動場を除く。）について施

行日以後に係る使用の承認を行う場合の使用料

並びに施行日前に同条例別表第５⑴の表に掲げ

る有料施設（野球場、庭球場、弓道場、自動車駐

車場及び多目的運動広場を除く。）について施行

日以後に係る使用の承認を行う場合の利用料金

及び使用料の限度額については、改正後の別表第
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３（多目的運動場の項に係る規定を除く。）及び

別表第５⑴の表（野球場の項、庭球場の項、弓道

場の項、自動車駐車場の項及び多目的運動広場の

項に係る規定を除く。）の規定を適用した額とす

る。 

３ 施行日前に中野区立公園条例別表第３に掲げ

る有料施設（学習室を除く。）について改正後の

附則第８項に規定する期間に係る使用の承認を

行う場合の使用料並びに施行日前に同条例別表

第５⑴の表に掲げる有料施設（集会場、自動車駐

車場、体験学習室Ａ、体験学習室Ｂ及び体験学習

室Ｃを除く。）、同条例別表第５⑵の表に掲げる附

属施設及び同条例別表第５⑶の表に掲げる附属

設備について同項に規定する期間に係る使用の

承認を行う場合の利用料金及び使用料の限度額

については、改正後の別表第３（学習室の項に係

る規定を除く。以下同じ。）、別表第５⑴の表（集

会場の項、自動車駐車場の項、体験学習室Ａの項、

体験学習室Ｂの項及び体験学習室Ｃの項に係る

規定を除く。以下同じ。）、別表第５⑵の表及び別

表第５⑶の表の規定に改正後の附則第８項の規

定を適用した場合の改正後の別表第３及び別表

第５⑴の表から別表第５⑶の表までの規定を適

用した額とする。 

 

 


